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１．対象工事
発注等級がＡ等級で技術提案評価型（Ｓ型標準）、施工能力評価型（Ⅰ型標準）を適用

する工事を対象とする。

２．評価項目及び配点（Ｓ型標準）

地域の自然条件や現場条件に精通している技術者が監理（主任）技術者として配置される

ことにより、工事の円滑な実施と品質向上に寄与すると考えられることから、技術者の地域精

通度評価として、『当該エリアにおける工事実績の有無』を評価項目として設定（選択項目）。

評価項目 配点

同種工事実績（同種性） 3点

〃 （立場） 1点

請負工事成績評定点 4点

優良建設技術者表彰 1点

ＣＰＤ、専門性の高い技術者
資格又は登録基幹技能者

1点

評価項目 配点

同種工事実績（同種性） 2点

〃 （立場） 1点

請負工事成績評定点 4点

当該エリアにおける工事実績 1点

優良建設技術者表彰 1点

ＣＰＤ、専門性の高い技術者
資格又は登録基幹技能者

1点

１

技術者の地域精通度評価の試行

評価項目 評価内容 評価基準 配
点

当該エリアにおけ
る工事実績

北陸地方整備局管
内における過去４ヶ
年度の工事実績

監理（主任）技術者又は現場代理人と
して３件以上の実績あり

1.0

監理（主任）技術者又は現場代理人と
して１件以上の実績あり

又は
担当技術者として３件以上の実績あり

0.5

上記以外 0.0

２

３．概 要
・当該エリアとは北陸地方整備局管内とする。
・工事実績は１千万円以上の元請け工事（公共・民間は問わない）とし、申請工事が港湾又
は海岸の場合は港湾又は海岸関連工事、空港の場合は空港関連工事を対象とする。

４．評価内容



企業の能力等、技術者の能力等及び地域精通度・貢献度における各評価項目の配点に
ついて、総合評価のタイプごとに整合を図るため見直しを行う。

発注等級 総合評価のタイプ 評価項目 配点

Ａランク
Ｓ型（チャレンジ）
Ⅰ型（チャレンジ）

企業の能力等
同種工事実績 ２点

請負工事成績点 １点

新技術等に対する取組み ２点

技術者の能力等
同種工事実績 ２点

請負工事成績点 １点

CPD、専門性の高い技術者等 ２点

Ａランク以外 Ｓ型（チャレンジ）

企業の能力等
同種工事実績 ２点

請負工事成績点 １点

新技術等に対する取組み ２点

技術者の能力等
同種工事実績 ２点

請負工事成績点 １点

CPD、専門性の高い技術者等 ２点

地域精通度・貢献度
本店の有無 －点

災害等における活動実績 －点

作業船の保有状況 －点

配点

２点

２点

１点

２点

２点

１点

２点

１点

１点

２点

１点

１点

0.5点

１点

0.5点

３

企業・技術者の能力等、地域精通度・貢献度に係る配点の見直し

技術者の能力等に係る配点が小さい技術提案評価型Ｓ型（標準、チャレンジ）及び施工能力
評価型Ⅰ型（チャレンジ）における請負工事成績評定点の平均点に係る評価基準について、
申請時における過去５ヶ年度における工事成績評定点の平均点と完成後の工事成績評定点
の相関を踏まえ見直しを行う。

■過去５ヶ年度の全地方整備局（港湾空港関係、参加要件の工種区分）の平均請負工事成績評定点

発注等級 総合評価のタイプ 評価基準 配点

Ａランク
Ｓ型（標準）

８０点以上 ４点

７６点以上８０点未満 ３点

７２点以上７６点未満 ２点

７０点以上７２点未満 １点

７０点未満又は実績なし ０点

Ｓ型（チャレンジ）
Ⅰ型（チャレンジ）

８０点以上 １点

８０点未満又は実績なし ０点

７５点以上 ４点

７０点以上７５点未満 ２点

７０点未満又は実績なし ０点

７５点以上 ２点

７０点以上７５点未満 １点

７０点未満又は実績なし ０点

発注等級 総合評価のタイプ 評価基準 配点

Ａランク以外

Ｓ型（標準）
Ⅰ型（施工計画重視）

７８点以上 ３点

７４点以上７８点未満 ２点

７０点以上７４点未満 １点

７０点未満又は実績なし ０点

Ｓ型（チャレンジ）
Ⅰ型（チャレンジ）

８０点以上 １点

８０点未満又は実績なし ０点

７５点以上 3点

７０点以上７５点未満 1.5点

７０点未満又は実績なし ０点

７５点以上 1点

７０点以上７５点未満 0.5点

７０点未満又は実績なし ０点

４

技術者の能力等における請負工事成績評定点の平均点に係る評価基準・配点の見直し



１．申請可能な作業船の見直し
・１隻 → 複数でも可（評価の１番低い作業船が加算点対象）

２．評価項目 ・・・・ 変更なし
・自社保有船舶（共有船舶含む）使用の有無
・環境性能の高い自社保有船（共有船舶含む）又は下請作業船使用の有無

３．保有形態（自社保有、共有）の定義の明確化
（１）自社保有船舶

・ 親会社（申請者）が５０％以上の株式を保有している子会社が所有する船舶
※子会社がその船舶を１００％所有している場合に限る

・ ファイナンスリース※を行っている船舶
※ファイナンスリース ： 申請者が最終的に所有者となることを前提として、便宜上、リース会社が建造・

保有している船舶であって、実態として申請者が建造費を含めたリース料を支払
いつつ、自社船と同等の維持、使用を行う船舶）を行っている船舶

（２）共有船舶
・当該船舶の所有あるいは所有船舶の現行機能を保持するにあたり、新造、改良又は
機能追加のために必要な経費を申請者を含む複数の者で負担している船舶。

５

作業船評価の見直し等

４．配点の見直し
・ 評価基準及び配点について、以下のとおり見直しを行う。
・ また、申請する自社保有船舶等について、発注者が予定している回航元（在港含む）
より遠方から回航する場合、作業船評価のひとつである「環境性能達成」に相反する
こととなるため配点を減じて評価する。

【評価基準】

【遠方の定義】 ※（ ）内は遠方から回航する場合

５．申請内容不履行時のペナルティの見直し
・３点減点 → ５点減点（技術提案の不履行等、その他のペナルティとの整合を図るため）

評価基準 配点

当該工事で自社保有船舶（共同保有
含む）を使用

1.0点

評価基準 配点

当該工事で自社保有船舶又は持分比率
50%以上の共同保有船舶を使用

1.0点
（0.5点）

当該工事で持分比率20%以上50%未満の
共同保有船舶を使用

0.5点
（0.0点）

当該工事で持分比率20%未満の共同保
有船舶を使用

0.0点
（0.0点）

特記仕様書の扱い 遠方の定義

在港船の場合 施工箇所（港）から２５０海里以上離れている港から回航

回航・曳航する場合 特記仕様書における回航元～当該港までの距離＋２５０海里以上離れている
港から回航
※日本近海距離表で判定

６



申請者は、競争参加資格確認申請書の提出時において、総合評価に関する「企業の能力
等」、「技術者の能力等」及び「地域精通度・貢献度」に係る自主配点表を提出（提出は任意）
することができることとする。【入札契約手続きに関する過失防止対策】

１．対象工事
本官及び分任官発注の全ての工事を対象とする。

２．自主配点表の取扱い
・発注者の配点と申請者の自主配点表に相違がある場合は、申請者に確認する。
・提出がない場合や提出された自主採点表に記載ミスがあった場合でも、ペナル
ティは発生しない。

３．自主配点表の様式
・様式は発注者が作成し、入札説明書に添付する。

７

申請者による自主採点書類の提出（任意）

評 価 項 目 及 び 配 点 自主評価点 備考

企業の能力等 １０点 点

同種工事の施工実績 ２点 点

請負工事成績評定点の平均点 ２点 点

工事成績評定優秀企業認定 ０．５点 点

優良工事表彰 １点 点

優良工事における下請負者表彰 ０．５点 点

安全管理優良受注者表彰 １点 点

作業船評価（自社保有船の使用） １点 点 ・複数の作業船を申請する場合は、
評価点が最低となる作業船とする。

作業船評価（環境性能達成） 1点 点

新技術等に対する取り組み １点 点

技術者の能力等 １０点 点

若手技術者の配置 ＜３点＞ 点 ・複数の技術者を申請する場合は、
評価点合計が最低となる者とする。

同種工事の施工経験（実績） ２点 点

同種工事の施工経験（立場） １点 点

請負工事成績評定点の平均点 ４点 点

優良建設技術者表彰等 １点 点

管内における工事経験 １点 点

保有資格（CPD、海上工事施工管理技術者等） １点 点

地域精通度・貢献度 －点 点

本店の所在 －点 点

災害時における活動実績 －点 点

災害復旧等に活用できる作業船の自社保有状況 －点 点

地元企業の活用率 －点 点

（様式）自主配点表のイメージ

８



これまで着目点ごとの技術提案がどうように評価されているかについて、公表しておらず、

また問い合わせも受付けていない。

そのため、次回以降、同様な課題テーマ・着目点を求める工事の申請時において、申請者

が従来の技術提案を更に補強するといったケースがみられ、結果としてオーバースペックを

招く結果となっている。

このオーバースペックへの対応として、入札調書公表後に入札参加者から問い合わせがあ

れば、技術提案の評価結果を回答することとする。

１．対象工事
技術提案評価型（Ｓ型）を適用する工事を対象とする。

２．問い合わせ先、時期及び手段
問い合わせ先は本局及び事務所契約とも品質確保室長とし、時期は入札調書公表後、

メールにより行うものとする。

３．回答方法
当該提案より優位に評価された提案があるか、ないかのみ回答。

４．周知方法
問い合わせの様式については、北陸地方整備局港湾空港部ＨＰ 入札・契約情報に

掲載する。

９

技術提案の評価結果に関する問い合わせへの対応

【適用時期】
本資料に関する見直しは、平成２８年４月１日以降に公告する案件

より適用します。

【留意事項】
個別案件毎の詳細は、入札説明書をご確認ください。
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